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 市有地の不法占拠に係る財産の管理を怠る事実に関する住民監査請求につい

て，地方自治法（以下「法」という。）第２４２条第４項の規定により監査した

ので，その結果を同項の規定により次のとおり公表します。  

平成２５年８月２９日  

高松市監査委員  吉  田  正  己  

同 山  下 稔  

同 井  上  孝  志  

同 落  合  隆  夫  

市有地の不法占拠に係る財産の管理を怠る事実に関する住民監

査請求の監査結果について  

第１  請求の受理  

１  請求人  

住所・氏名  省略  

２  請求書の受付  

平成２５年７月１日  

３  請求の要旨（原文）  

別紙事実証明書（高松市情報公開条例により「高松市の所有する土地の

うち不法占拠されている土地の状況の分かる資料」の公開請求をして取得

した①宅地３４６．４１㎡の土地台帳写し及び②宅地１９．８３㎡，同   

３９．０６㎡，同２９．８１㎡の土地台帳写し，③平成１９年度包括外部

監査結果報告写し）記載の土地について，高松市長その他の氏名不詳の高

松市職員は，既に平成１９年度の包括外部監査において「不法占拠」と指

摘されていることを知りながら，包括外部監査人の指摘から５年以上も経

過したにもかかわらず，訴訟その他の強制手段を執ることなく高松市所有
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財産の管理を違法に怠っている事実が認められる。本件高松市所有土地を

「不法占拠」のままにして管理を怠る事実は，地方自治法第２４２条第１

項に規定する典型的な違法な財産の管理を怠る事実に該当するものである。 

よって，本件請求人は，高松市監査委員が，本件財産の管理を怠る事実

について責任を有する者に損害の補塡を求めるほか，本件土地の明渡請求

訴訟の提起その他の必要な措置をとるよう高松市長に対して勧告すること

を求める。  

 ４  請求の要件審査  

   本件請求は，法第２４２条所定の要件を備えているものと認めた。  

 

第２  個別外部監査契約に基づく監査の請求とこれに対する措置  

 １  監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求

める理由（原文）  

住民監査請求の分野においては，従来の監査委員の制度は，全く機能し

ておらず，信用できないので，個別外部監査契約に基づく監査を求める必

要がある。  

２  高松市（以下「市」という。）長に法第２５２条の４３第２項前段の規定

による通知を行わなかった理由  

  本件請求の監査を行うに当たっては，監査委員に代わる外部の専門的知

識を有する者を必要とするような特段の事情があるとは認められず，むし

ろ，監査委員の監査による方が適当であると判断したことによるものであ

る。  

 

第３  監査の実施  

 １  監査対象事項等  

本件請求に係る監査対象事項は，市長その他の職員が，市所有に係る高

松市Ａの宅地３４６．４１平方メートル（以下「物件①の宅地」という。）

および同市Ｃの宅地３９．０６平方メートル外２筆の宅地（以下「物件②

の宅地」という。）につき，他者による不法占有を放置する財産の管理を怠

る事実があるか否かという事項である。  
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そして，その措置請求の内容は，市長に対し，前記財産の管理を怠る事

実について責任を有する職員に損害の補てんを求めるほか，本件請求に係

る物件①の宅地および物件②の宅地につき建物収去土地明渡請求の訴提起，

その他必要な措置をとるよう市長に勧告することを求めるというものであ

る。  

なお，監査委員は，法第２４２条第６項の規定により，請求人に対して，

平成２５年７月１９日に，証拠の提出および陳述の機会を与えたが，請求

人からは新たな証拠の提出はなく，陳述も行われなかった。  

２  監査対象部局  

本件監査対象部局は，物件①の宅地については，財政局財産活用課財産

管理室であり，物件②の宅地については，都市整備局道路課である。  

 

第４  監査の結果  

本件請求について，監査委員は，合議により次のとおり決定した。  

(１ ) 本件請求のうち，物件①の宅地について，市長に対し，平成２５年

度末までの速やかな時期に，本件宅地の占有につき何ら正当な権限もな

いのに，本件宅地の一部分に新居宅建物を建築して居住し，本件宅地の

同建物敷地部分を不法に占有しているａおよびｂの相続人の両名に対し，

建物収去土地明渡請求の訴を提起する措置を講じ，抜本的な解決を図る

ことを勧告する。  

(２ ) 本件請求のうち，物件②の宅地については，措置請求に理由がない

ものと判断する。  

以下，その理由を述べる。  

 １  監査により認められた事実  

   監査は，監査対象部局に事実照会するとともに，関係証拠書類の提出を

受けて精査し，現場を見分するなどの方法により実施し，その結果，次の

各事実を確認した。  

(１ ) 物件①の宅地について  

ア  本件宅地の所在とその形状等  

この物件は，市中心部の平坦な住宅街内の高松市Ａの面積３４６．４１ 
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平方メートルの宅地であり，その近隣には，四国管区警察局や四国財

務局などの官庁建物があるほか，多くの民家が立ち並び，交通の便も

良好な場所にあり，南北に走る幅員約６メートルの市道の西側に面  

する間口１４．５８メートル，奥行き北側２３．５９メートル・南側

２３．３３メートルのほぼ長方形の形状をしており，現在は，宅地の

ほぼ中央に東西に走る幅員約２メートルの通路が設けられ，その北側

部分の西端部約５７平方メートル部分と，その南側部分の東端部約５

３平方メートルの部分に，いずれも居宅建物各１棟が存在するほかは

更地の状態にあり，相当の財産的価値を有するものである。  

イ  本件宅地の市による所有権取得とその目的  

     この宅地は，市が，第二次世界大戦時の米軍による空爆で焼失した

市街地について，都市計画事業として「復興土地区画整理事業」を施

行した際の仮換地指定地であり，昭和４５年５月２０日の換地処分に

より市に所有権が移転し，同年７月１５日受付により市に所有権移転

の登記が経由されているものであるが，市は特に取得目的のないまま

普通財産として所有・管理してきたものである。  

ウ  市による本件宅地の使用・管理状況  

     市は，昭和２４年８月頃，前記復興土地区画整理事業における仮換

地指定により住居移転の必要が生じたものの，資力がないため独自に

移転先を確保できない者や公共用地を不法占拠して居住している者

などを救済する目的で，一時的な応急措置として，仮換地に指定され

ていた本件宅地に仮設の立退者用住宅を建築し，これを無償で住居用

に提供する計画を立て，その直前頃まで市中央公園で開催されていた

博覧会の建物を解体した廃材を使用して，この宅地上に木造平屋建の

５軒続長屋住宅２棟（北棟１～５号，南棟１～５号）を建築し，これ

を無償で８世帯の家族に貸し付け，うち２世帯は，１世帯で２住宅の

貸付を受けた。  

     そして，市は，昭和４５年５月２０日に，前記復興土地区画整理事

業における換地処分が終了したのを機会に，既に２０年間という長期

にわたる無償提供による前記立退者用住宅の役割は目的達成により
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終わったものと判断し，その入居者に退去を求めたが，いずれも退去

せず，居住を継続した上，昭和４８年２月１３日には，入居者全員の

連署で，市に対し，入居中の建物部分とその敷地部分を，それぞれの

各入居者に払い下げられたい旨の陳情書を提出するに及んだ。  

市としては，入居者全員が，意思統一して，真剣に入居建物の払下

げを陳情しているのであれば，その対応を検討しなければならないと

考え，払下げを視野に入れて，入居者との協議を始めたところ，建物

の分割処分を巡って，入居者の一人が強い反対の意思を表明したこと

から協議は難航し，打ち切りとなった。  

そして，その後，市は入居者全員に入居中の住宅から退去すること

を求めたが，容易に退去する者は現れず，平成３年頃には，同住宅北

棟の西端にあった１号住宅に居住していたｃの長男であるａが，居住

中の住宅部分をその所有者である市に無断で取り壊し，その跡地に新

しい居宅建物を建築して居住し始め，さらに，平成１１年頃には，同

住宅南棟の中央にあった３号住宅に居住していたｂが，同住宅南棟の

東端にあった５号住宅に居住していたｄが退去した後，同人の承諾は

得たものの市には無断で南棟５号住宅部分の建物を取り壊すととも

に，自己居住の南棟３号住宅部分とｄ居住の南棟５号住宅部分の中間

に存在するｅ居住の南棟４号住宅と自己居住の住宅部分を市に無断

で交換し，南棟４号住宅も取り壊した上，その２戸分の住宅跡地に新

しい居宅建物を建築して，南棟３号住宅から移り住む事態が発生した。 

しかし，その間も，市担当職員が，入居者を説得して退去を求め続

けた結果，平成１５年末頃までには，ａとｂの２世帯を除く他の入居

者は全員が同住宅から退去したので，市は，その退去状況に応じ，同

住宅北棟を平成１４年９月頃までに，同住宅南棟を平成１６年３月頃

までに，それぞれ取り壊し，その跡地を整地して更地にした上，管理

してきており，同住宅北棟跡の更地は，平成２１年４月１日以降，そ

の北側に隣接して所在するＢ保育所に幼児送迎用自動車の駐車場と

して貸し付け，現在に至っている。  
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また，この間も，前記立退者用住宅の入居者から市に対し，断続的

に入居住宅建物やその敷地部分の払下げを要望する陳情がもたらさ

れたが，市は，その要望には応じておらず，平成１４年１２月には，

この宅地の北側に隣接して存在するＢ保育所の拡張用地に利用する

計画を決定したため，明確に払下げはできないと回答し，ａ・ｂの両

名に対しても，建築した居宅建物を収去して，その敷地部分の宅地を

明け渡すよう求めていた。  

しかし，平成２１年に，同保育所が民営化されたことに伴い，その

拡張計画が取り止めになり，当面，この宅地の利用計画がなくなった

ところから，市は，ａ・ｂの両名による長期の宅地不法占拠状態を解

消させるため，従前の方針を変更し，適正価格で不法占有部分の宅地

を払下げ譲渡することもやむを得ないと考え，平成２３年以降，前記

不法占有者やその相続人と各占有部分の宅地売買に関する交渉を行

ってきたが，いまだ合意に至っていない状況にある。  

エ  旧立退者用住宅の利用に関する入居者と市の法律関係  

     市は，前述のとおり，昭和２４年８月に，市が実施していた復興土

地区画整理事業のため，住居移転を余儀なくされたものの，資力が乏

しいため自ら住居を確保することができない者などを救済する目的

で，市が実施していた同事業の仮換地指定先宅地を活用し，その地上

に旧立退者用住宅を建築した上，これを入居者に無償で貸し付けたの

であるが，現在までに既に長期間が経過しているため，同住宅使用に

関する入居者と市との法律関係を示す契約書の有無や契約内容を確

認する記録文書などの存否も分からず，正確な法律関係は明らかでは

ない。  

     しかし，市が旧立退者用住宅を建築して貸し付けた前述の目的・経

緯および無償貸付の状況などの事情に照らすと，入居者は，貸主であ

る市が建築した貸付住宅を無償で使用および収益した後には，同住宅

を貸主である市に返還することを約して，貸主である市から同住宅の

提供を受け，これに入居しているものと認められるので，市と入居者
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との間には，実質的には使用貸借契約が成立していたものと認められ

よう。  

     そうすると，借主である入居者は，市が旧立退者用住宅を建築して

無償提供した趣旨に則って，借用住宅を使用・収益することはできる

ものの，貸主の承諾を得ないで，第三者に借用物の使用または収益を

させることはできず，契約で返還時期が定められている場合には，そ

の時期に借用物を返還し，その時期が定められていない場合には，契

約に定められた目的に従った使用・収益が終わったときに返還しなけ

ればならず，返還の時期や使用・収益の目的が定められていないとき

は，貸主は，いつでも返還を請求することができることとなり，これ

に応じて，借主は，借用物を原状に復し，これに付属させた物を収去

して返還しなければならないことになる。  

     市と入居者との間には，前記貸付に係る住宅の返還時期に関する明

確な合意が成立していたとは考え難いが，同住宅貸付の目的，住宅建

築用地が仮換地指定先の宅地であること，建築資材が博覧会建物解体

により出た廃材を活用した一時暫定的な応急用の仮住宅であったこ

となどの事情からみて，この住宅の返還時期については，少なくとも，

前記復興土地区画整理事業における換地処分が終了し，入居者が新し

い居宅を確保するに必要かつ相当な期間を経過した時期には，契約の

目的に沿う使用・収益は終わり，借用住宅を返還しなければならない

とする合意が当事者間に成立していたと推認するのが相当であろう。 

     そうしてみると，同住宅入居者は，いずれも前述の復興土地区画整

理事業における換地処分が終了した昭和４５年５月２０日から新居

宅の確保に要する最大見込期間１年間を経過した昭和４６年５月末

日には，借用住宅使用の目的を達して終了し，借用に係る住宅部分を

市に返還しなければならない時期に至ったものと判断せざるを得な

い。  

     市が，入居者に対して，同住宅からの退去・返還を請求した時期は

定かではないが，入居者全員連署による住宅および敷地の払下げ陳情

書が昭和４８年２月１３日付けで提出されている事実から判断する
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と，少なくとも同陳情書提出より相当以前から，市は，入居者に対し

て退去・返還を請求していたことは明らかであると推認することがで

き，入居者は，その後，速やかに借用住宅から退去して返還すべき義

務こそあれ，同住宅建物を取り壊し，その跡地に新居宅を建築して居

住する権利は何もなかったものと言わなければならない状況にあっ

たと認められる。  

     しかるに，入居者は，借用住宅からの退去・返還の義務を遅滞し続

けたばかりか，ａとｂの両名に至っては，借用住宅の所有者である市

の承諾を得ないまま，無断で借用住宅を取り壊し，その跡地に新しい

居宅建物を建築して，これに居住する挙に出て，物件①の宅地の一部

を何らの権限もなく不法に占有する行動をとっているものである。  

オ  本件宅地の他者による不法占有の状況  

     ａが不法占有している宅地部分は，物件①の宅地の北西角の東西約

９．３メートル，南北約６．１メートルの部分で，その面積は約５７

平方メートル（以下「甲部分」という。）であり，ｂが不法占有して

いる宅地部分は，同宅地の南東角の東西約８．０メートル，南北約６．６

メートルの部分で，その面積は約５３平方メートル（以下「乙部分」

という。）であるが，その不法占有の状況は，次のとおりである。  

    (ア ) 甲部分について  

       ａは，旧立退者用住宅北棟１号住宅に居住していたｃの長男で

あり，父とともに同住宅に居住していたが，平成２年６月に妻・

ｆと婚姻し，同年１０月に妻の実父・ｇと養子縁組したことに伴

い，その姓がａに変更したものであるところ，婚姻後間もない平

成３年頃，同住宅所有者である市の承諾を得ないまま，居住して

いた前記住宅建物を取り壊し，その跡地である甲部分に，新たに

木造瓦葺２階建居宅１棟（建床面積  ２８．１５平方メートル，

延床面積５６．３０平方メートル）を建築し，同居宅に家族とと

もに居住を開始し，現在に至っているものである。  

ａは，この宅地の払下げについては，終始，明確に反対の意思

を表明し続けていたが，甲部分に前記居宅を新築する直前の平成
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３年６月末頃に，市に対し，居住中の前記住宅の新築ないし改築

を申し出ており，これに対し，市が，補修ないし修理をすること

はやむを得ないものとして容認したものの，新築ないし改築は認

めないと明確な回答をしたにもかかわらず，これを無視し，前述

のとおり，居住住宅の撤去と新居宅の新築を強行したものであり，

その建築に当たっては，所定の建築確認申請の手続を全くしてお

らず，完成建物も未登記のままである。  

    (イ ) 乙部分について  

       ｂは，旧立退者用住宅南棟３号住宅に居住していたものである

が，平成１１年頃，同５号住宅に居住していたｄおよび同４号住

宅に居住していたｅの承諾を受けてはいたものの，同住宅所有者

である市の承諾を得ないまま，無断で，両住宅２戸分の建物を取

り壊し，その跡地である乙部分に，新たに木造カラーベスト葺  

３階建居宅１棟（建床面積４０．０２平方メートル，延床面積   

１１３．９０平方メートル）を建築し，同居宅に家族とともに居

住を開始し，現在に至っている。  

       ｂは，乙部分に存在していた前記住宅の取壊しとその跡地にお

ける新居宅の新築を強行する前後を通じ，複数回にわたり，市に

対し，この宅地の居住部分敷地の払下げを陳情する行動をとって

いたが，市は，平成２３年頃までは，その払下げ要請に応じてお

らず，その後，この宅地の利用計画が取り止めになった以降に，

前述のとおり売買に関する交渉が行われているものの，いまだ合

意は成立していない。  

       なお，ｂの妻・ｈは，自分の長女・ｉが新居宅の建築費用を拠

出してくれたと供述しているが，新居宅建築については，建築確

認申請の手続はとられておらず，登記手続も経由していないため，

その所有権者を確認することはできない状態にある。  

カ  平成１９年度包括外部監査結果における指摘内容  

     この宅地に関し，包括外部監査人は，その監査結果において，「市

としては，この土地の不法占拠処理を迅速に推し進めることが望まれ
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る。不法占拠処理が終われば，保育所の拡張用地として有償貸付をし

て活用するか，市の方針によっては売却を検討するべき土地である。」

と指摘しているが，不法占有者に対する売却は念頭においていないも

のと推認される。  

キ  前記包括外部監査結果の指摘に対する市の措置  

     市は，包括外部監査人の指摘を受けた後，早期に指摘を受けた不法

占拠の状態を解消させるべく，その方策を検討しており，また，本件

宅地の北側に隣接する保育所が平成２１年に民営化され，その拡張計

画が取りやめになったため，当面，本件宅地の利用計画がなくなった

ところから，本件宅地の前記不法占有部分を占有者に適正価格で売り

渡す方法をとることにより，円満な解決を図ることも可能であると判

断し，平成２３年頃から，その占有者であるａと，ｂ（平成１７年１

月死亡）の相続人らとの間で，不法占有に係る宅地部分の売買につい

て交渉を始めているが，譲渡代金額やその代金支払方法を巡って意見

が対立し，進展を見ないまま経過している。  

そのような状態にあるため，市は，包括外部監査人が，本件宅地の

不法占拠処理終了後の処分方法の一つとして提案している隣接保育

所に対する有償譲渡または有償貸付については，まだ具体的な検討を

しておらず，何らの措置もとっていない。  

ク  今後の対応に関する市の方針  

     市としては，可能な限りａおよびｂの相続人らとの話し合いによる

円満な解決を指向しているが，売買交渉が難航し，容易に解決できな

いことも予測しており，その判断をした時点では，法的手続に移行さ

せることも視野に入れ，弁護士に解決を委任することも考えている。 

  (２ ) 物件②の宅地について  

ア  本件宅地の所在とその形状等  

     この物件は，市中心部に近い石清尾山の北東山麓にある高松市Ｃ，

ＤおよびＥの３筆の宅地（以下，順次「Ｃの宅地」「Ｄの宅地」「Ｅ

の宅地」という。）で，その近隣には多くの民家が立ち並ぶ住宅街内

にあり，３筆の宅地ともに，その一辺はいずれも東側を南北に走る市
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道に面しているものの，その形状は歪であり，Ｃの宅地は西側道路と

南側隣接地に囲まれた鋭角三角形，Ｄの宅地は西側隣接地と南側隣接

地に囲まれた直角三角形，Ｅの宅地は東西道路と西側隣接地および南

側隣接地に囲まれた台形であり，しかも，その面積は，順次，３９．０６

平方メートル，１９．８３平方メートル，２９．８１平方メートルと

比較的狭小なものにとどまり，各宅地には，木造トタン葺平屋建倉庫

などの構造物が存在しているが，一見して，個々単独での利用価値は

極めて乏しく，物件単独での財産的価値は僅少なものと評価される。 

イ  本件宅地の市による所有権取得とその目的  

     この宅地は，市が，昭和３６年頃に都市計画街路建設事業により建

設した市道の用地提供者の移転先として宅地造成した旧万日墓地跡

地の残余地であり，昭和５１年までに道路敷地から分筆して個別の宅

地になっているが，それぞれ単独での利用価値は認め難く，市は，特

に使用目的のないまま普通財産として所有・管理しているものである。 

ウ  市による本件宅地の使用・管理状況  

     市は，この宅地が，前述のとおり，いずれも狭小で歪な形状をして

いるため，それぞれ個別に利用する用途が見当たらず，しかも，その

管理を続けても費用こそかかれ，何らの利益を生み出すものではない

ものであるところから，この宅地は，いずれも当初から適当な時期に

は売却処分するほかはないものと認識していたものと推認される。  

そして，この宅地を一般に売り出しても，その形状や面積からみて，

到底，買受希望者が現れるとは考えられないものの，隣接地所有者で

あれば，隣接地と一体化して利用することにより，相応の利益が生じ

る可能性があるところから，買受けを希望する者もあると考え，平成

１６年から同１７年にかけて，隣接地所有者とこの宅地の売買交渉を

行ったが，売買代金額の決定を巡って難航し，合意に至らず，平 成

１９年度の包括外部監査結果において，この宅地の不法占拠が指摘さ

れ，早期解決を要請されるに至ったものであり，その間，本件宅地に

対する市の管理に不十分な点があったことは否めず，次項で詳述する
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ように，他者による不法占有の発生を阻止できなかった事態を招来し

ている。  

なお，市は，本件宅地を不法占有している隣接地所有者と占有に係

る宅地の売買について交渉し，宅地不法占有を解消すべく努力してい

たが，売買価格の調整が着かず難航し，いまだ解決をみることなく経

過している。  

この間，市は，定期的に本件宅地の所在地を巡回し，昭和４１年以

降は，占有状態に変動がないことを確認し，新たな不法占有の発生を

防止しているが，それまでの不法占有者が，いずれも前記市道建設の

際に道路用地を提供した協力者であったこと，市としては，できる限

り早期に，それら占有者と本件宅地売買に関する交渉をまとめたい希

望があったこと，その占有者らがいずれも市の必要に応じ本件宅地の

占有部分を明け渡す意向があることを表明していたこと，市において

本件宅地の明渡しを受けても，これを使用する必要性がなく，管理費

用のみが必要となることなどの事情を総合的に考え，不法占有者に対

し，倉庫など構造物を収去して占有宅地部分を明け渡すことを請求す

るまでの措置はとらず，本件宅地売買による事態の解決ができる時機

をうかがっている現状である。  

エ  本件宅地の他者による不法占有の状況  

 (ア ) Ｃの宅地上について  

この宅地上には，現在，北端部に木造トタン葺平屋建倉庫１棟

（面積約６平方メートル，以下「倉庫①」という。），その南側

にも同種倉庫１棟（面積約６平方メートル，以下「倉庫②」とい

う。），さらに南端部の西側道路沿いにも同種倉庫１棟（面積約

５平方メートル，以下「倉庫③」という。），また，その東側に

同種倉庫１棟（面積約１１平方メートル，以下「倉庫④」という。），

合計４棟の構造物が密着して存在する。  

これらの構造物がいつ頃に建築されたのか正確な時期は定かで

はないが，昭和３６年から同４１年頃までの間に，順次，建築さ
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れたものと推認され，それ以降は，現在まで変動なく経過してい

るものと認められる。  

そして，これら構造物のうち倉庫①は，この宅地西側道路を挟

んだ向い側に居住するｊが昭和４１年頃に建築し，当初はその

妻・ｋが生花販売用の店舗として利用していたが，現在は同人が

倉庫として利用・占有している。  

また，倉庫②は，近隣住民のｌが昭和３６年から同４１年頃ま

での間に建築し，妻が死亡した平成８年まで家庭用倉庫として利

用していたが，その後の利用はなく，平成２３年にｌ自身が死亡

した後は，相続関係が分からず，占有者不明の状態が続いている。 

倉庫③は，近隣住民が昭和３６年から同４１年頃までの間に建

築して利用していたが，平成１４年８月にｋが譲渡を受け，現在

は，同人が倉庫として使用・占有している。  

倉庫④は，この宅地の南側隣接地の所有者であったｍが昭和  

３７年頃に建築し，家庭用倉庫として利用していたが，平成４年

に同人が死亡した後は，誰も利用しておらず，放置された状態に

あり，権利関係は明らかではない。  

これら構造物の建築主および利用者は，いずれも，この宅地の

所有者が市であることを十分認識しているものの，その建築およ

び利用について，市の同意ないし承諾は全然受けておらず，不法

占有であることを認めており，占有者不明の倉庫②を除いて，市

の要請があれば，構造物を収去した占有部分の宅地を明け渡す意

向があることを表明している。  

 (イ ) Ｄの宅地上について  

この宅地上には，現在，西側隣接地所有者・ｎの母親であるｍ

が，昭和３６年６月に市から同隣接地を買受け，その地上に，昭

和３７年７月に木造瓦葺２階建（一部モルタル造平屋建）居宅１

棟を建築する際，同居宅の一部である平屋建部分（面積約１７平

方メートル）をこの宅地西側部分にはみ出して建築し，これに居

住し始めて，面積１９．８３平方メートルの本件宅地のほとんど
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全てを占有していたが，平成４年２月に同人が死亡した後は，そ

の子であるｎが同宅地建物を相続したものの，誰も使用せず，空

き家の状態である。  

ｍは，この宅地を市から買い取る予定であったため，この宅地

に進出する状態で前記居宅を建築したとのことであるが，その間

の事実を証明する記録がなく，定かではないが，ｎは，市とこの

宅地の売買に関する交渉をした平成１６年６月頃 およびその５

ないし６年前にも，市に対し，この宅地の売渡しを申し入れてい

た事実があり，その経緯に照らすと，ｍは，前記居宅を新築する

当初から，この宅地が市の所有であることの認識があり，買取希

望を持っていたことおよびｎがその意思を承継していたことが

推認できる。 

 (ウ ) Ｅの宅地上について  

この宅地上には，現在，西側隣接地所有者のｏが，昭和３６年

６月に市から同隣接地を買受け，その地上に木造瓦葺２階建居宅

１棟を建築した際に，同居宅の一部（面積約６平方メートル）を

この宅地西側部分にはみ出して建築し，これに居住し始めるとと

もに，その後間もない時期（昭和３６年から同４１年頃までの間）

に，同居宅東側壁に沿って，この宅地内に木造トタン葺平屋建倉

庫１棟（面積約１４平方メートル）を建築して利用し始め，この

宅地のうち合計約２０平方メートルの部分を占有していたが，平

成２５年４月に同人が死亡した後は，その子であるｐが前記居宅

および倉庫を相続したものの，誰も使用せず，空き家の状態とな

っている。  

ｏが，どのような認識で，この宅地上に進出する状態で前記居

宅を建築したり，前記倉庫を建築して，この宅地を占有したのか

を確認する資料がないため，定かなことは分からないが，その相

続人であるｐは，市とこの宅地の売買に関する交渉をした平成１６

年６月頃およびその６ないし７年前にも，市に対し，この宅地の

売渡しを申し入れた事実があり，その経緯に照らすと，ｏにおい
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ても，自らが前記居宅を新築した際や前記倉庫を建築して利用し

始めた際には，この宅地の所有権が市にあることを十分認識しな

がら，市の承諾を得ないまま，その占有を開始したものと推認で

き，ｏを相続したｐにおいても，その認識が承継されているもの

と推認できる。  

オ  平成１９年度包括外部監査結果における指摘内容  

     物件②の宅地に関し，包括外部監査人は，その監査結果において，

「長い間，売払い交渉を積極的に進めてこなかった高松市に，大いに

非があることから，公平性，透明性を考慮する適正価格である不動産

鑑定評価額での売却処分は無理であると思われる。高松市に損害を与

えない妥当な価格を模索し，随意契約による早急の処分が望まれる。」

と指摘している。  

カ  前記包括外部監査結果の指摘に対する市の措置  

     市は，包括外部監査結果の指摘を真摯に受け止め，その指摘の趣旨

に沿って，鋭意，本件各宅地の売却に向けて，隣接地所有者など売却

可能対象者との売買交渉を再開しているものの，売買価格の決定など

で合意に至らず，難航しており，年数回の現地調査を実施して現状確

認を行うとともに，本件各宅地の占有者等から買受希望の申出があれ

ば，臨機に対応できるようにするため，路線価格の推移を調査したり，

現状維持に努めるなどの対応をするにとどまっている。  

キ  今後の対応に関する市の方針  

     市は，本件各宅地を活用する用途がないため，これを維持管理して

も，それに要する費用負担が生じるだけで，何らの益もなく，売却処

分する以外に対応策はないと認識しているものの，これを一般競争入

札の方法により売渡す方法をとっても，本件各宅地の形状や面積など

を考慮すると，買受希望者があるとは到底見込まれず，隣接地所有者

であれば本件各宅地を所有宅地と一体化させることによって利用価

値が生じ，買受けを希望する者も現れることが十分に予測され，現に

本件各宅地を不法占有している隣接地所有者の大半が 本件各宅地の

買受意思があることを明らかにしていることに期待し，本件宅地をそ
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の希望者との随意契約により売却する方針であるが，その適正価格に

ついての判断が困難であり，場合によっては不動産鑑定評価を行い，

早期合意成立に向けた努力をする予定である。  

２  監査委員の判断  

(１ ) 物件①の宅地について  

   ア  他者による本件宅地占有の違法性・不当性について  

ａは，市が無償で貸し付けた旧立退者用住宅北棟第１号住宅の入居

者であったｃの長男で，同入居者とともに同住宅に居住していた者で

あり，ｂは，同住宅南棟第３号住宅に居住していた者であり，いずれ

も「監査により認められた事実」(１ )のウおよびエで明らかなとおり，

入居者が，市との間で成立していた使用貸借契約の借主またはその家

族として，同住宅に居住して使用する権限はあるものの，貸借で定め

られた目的に従った使用・収益が終わったときには返還しなければな

らない債務があることは明らかであり，市が同住宅を貸し付けた目的

が，市の実施していた復興土地区画整理事業のため，住居移転を余儀

なくされたものの，資力が乏しいため自ら住居を確保することができ

ない者などを救済することであったことを考えれば，昭和４５年５月

２０日に，前述の復興土地区画整理事業における換地処分が終了し，

入居者が新居宅を確保するに必要な期間を長くて１年間と見て，昭和

４６年５月末日には，貸借の目的に従った使用・収益は終わり，借用

住宅を返還しなければならない債務が生じたと判断するのが相当で

あり，借主である入居者は，市に対して借用住宅を返還すべき債務こ

そあれ，所有者である市の承諾を得ないまま，無断で自らの借用住宅

や他の入居者が退去した借用住宅を取り壊し，その跡地に新しい居宅

建物を新築して居住し，その新築敷地部分を使用・収益する権限は何

らないことは明白であると言わなければならない。  

しかるに，ａとｂの両名は，遅れながらも市との使用貸借契約の約

定に従って借用住宅を退去して返還した入居者６名がいる中で，「監

査により認められた事実」 (１ )のオで明らかなとおり，自らの借用住

宅または他入居者の借用住宅を，その所有者である貸主の市の承諾を
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受けず無断で取り壊した上，何らの権限もないまま，その跡地に新し

い居宅建物を新築して居住し，本件宅地のうちその敷地部分の占有を

続け，現在に至っているものであり，その占有には何ら正当性・適法

性が認められるものではなく，本件宅地に対する市の権利を侵害する

ものであることは明白であり，不法占有と言うほかはない。  

   イ  市による本件宅地管理の適法性・妥当性について  

市が本件宅地の所有権を取得したのは，「監査により認められた事

実」 (１ )のイで明らかなとおり，昭和４５年５月２０日，市が施行し

た都市計画事業の「復興土地区画整理事業」における換地処分による

ものであるが，当時，同宅地上には，既に市が建築した前述の旧立退

者用住宅２棟（住宅数合計１０戸）が存在し，その全てを８世帯の市

民に無償で貸し付け，入居者が居住生活に使用している状態であった

ので，市は，その後も同住宅の管理を続け，昭和４６年５月末日には，

同住宅貸付に係る使用貸借契約の目的に従った使用・収益は終わり，

貸付住宅の返還時期を迎えたと判断し，その後，迅速に入居者に対し

同住宅からの退去・返還を求める適正な措置をとっており，この段階

における市の本件宅地に関する管理には何ら問題はなく，適正・妥当

なものと認められる。  

その後，入居者は，容易に退去・返還に応じず，市に対し，居住し

ていた住宅の払下げを陳情する行動をするなどしたため難航したが，

平成１５年末頃までには，入居者８世帯のうち６世帯（住宅７戸分）

の退去・返還を実現することができ，平成１６年３月頃までには，退

去・返還された住宅７戸を順次取り壊し，その跡地を整地して更地化

した上，必要な部分に囲障を設置するなどして適正な管理に努めてお

り，その間，「監査により認められた事実」 (１ )のオで明らかなとお

り，平成３年頃と平成１１年頃の２回にわたり，前項で確認した不法

占有の事実が発生したものの，市は，その都度，不法占有者に対し，

新築した居宅建物を収去して占有部分の宅地を明け渡すよう要求し

ており，その返還交渉に相当長期間を要しているが，そもそも前記住

宅が市施行の復興土地区画整理事業における住居確保困難者などの
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救済措置として市民に貸し付けられた経緯や返還を求める相手方が

善良な市民であることなどの事情を考えると，やむを得ないものがあ

ると思料され，その間の市担当職員の対応には，特に非難されるべき

ものはないと判断する。  

ただ，市としては，前記住宅の居住者８世帯のうち６世帯までが，

遅ればせながらも，市の請求に応じて居住していた前記住宅から退去

し，これを返還している中で，ａおよびｂの両名のように，所有者で

貸主である市に何らの承諾も得ないまま，無断で市所有の住宅を取り

壊し，その跡地に新しい居宅を建築して住み込むという暴挙に出た者

を見逃し，これを阻止できなかったことは極めて遺憾なことであり，

その管理上の問題を看過することはできないが，前記住宅の管理を担

当する市職員は，多くの市所有財産の管理を担当しており，常時，前

記住宅の巡視などを続けることは不可能なことであり，前記住宅が所

在する市中心部の住宅街内において，公然と前述の暴挙に出るものが

現れることまで予測して管理することは到底期待し難く，その暴挙を

早期発見して防止することは極めて困難であると推認されるので，こ

の点について市担当職員の責任を問うことは酷に過ぎて相当ではな

いと判断する。  

ウ  市が本件宅地占有者に対してとるべき措置について  

市は，「監査により認められた事実」(１ )のカないしキで明らかなと

おり，平成１９年度の包括外部監査人が，その監査結果において，本

件宅地の不法占拠の処理を迅速に推し進め ることが望ましいと指摘

したのを受け，前述のとおり，不法占有者であるａとｂの両名に本件

宅地の不法占有部分を適正価格で売り渡すことによって解決するこ

とを指向し，既にその売買交渉を開始しているが，同不法占有者両名

は，いずれも市所有の前記住宅建物を市に無断で取り壊し，その跡地

の所有者である市の承諾を一切受けないまま，何ら正当な権限もなく，

市所有の本件宅地の各占有部分に新しい居宅建物を建築して移り住

むという暴挙に及んでいる者であり，いかに不法占有の状態を解消す

るためとは言え，その者らに不法占有に係る宅地部分を譲渡すること
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は，例えその譲渡代金額が適正かつ相当なものであっても，社会正義

に反し，是認されるものではないと言わなければならず，市は，安易

にそのような方法を採用せず，正当な法的手段により解決すべきであ

ると考える。  

そして，本件宅地の不法占有開始から現在まで，既に１４年ないし

２２年という長期間が経過しており，その間，市は，この不法占拠状

態を解消すべく，不法占有者と間断なく折衝してきても，いまだ解決

の緒も見えない状況で推移していることを考慮すると，もはや任意な

交渉による解決は期待し難く，速やかに不法占有者両名に対して建物

収去土地明渡請求の訴を提起する法的手段に移行して解決を図る必

要があるものと断ぜざるを得ないものと判断する。  

なお，前記不法占有について，前記訴を提起するためには，新築し

た居宅建物の所有関係や占有部分の具体的確定，さらには証拠方法の

整備など準備すべき事項が多々あり，それらに相当の期間を要すると

思料されるので，それらを考慮し，市長においては，平成２５年度末

までを目途に，速やかに前記訴提起の措置をとることを勧告するのが

相当であると思料する。  

エ  本件宅地の管理に関与した市職員に対する責任追及の可否について  

本件宅地の前記不法占有については，市担当職員が，本件宅地の管

理に当たり，現況調査や定期的巡回検証などを行い，不法占有される

ことのないよう細心の注意を払って管理すべき職務上の責務があり，

これを誠実に実行しておれば，不法占有者が不法占有の準備行為とし

て借用住宅を取り壊す行為に出ていた段階で，それを早期に発見する

ことができ，その防止に対処することもできたと推認されるところも

あるので，市担当職員に財産管理上の過失があることは否めないが，

市中心部の住宅街で，公然と市所有の住宅建物を取り壊し，その跡地

に自らの居宅建物を新築して移り住む暴挙に出る無法者が出現する

ことは予想すらし難いことであることを考えると，その過失の程度は，

普通一般的な過失にとどまり，法第２４３条の２に規定する故意また

は重大な過失に該当するものとは認め難いので，それによる市担当職
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員に対する損害賠償を問擬することは相当でなく，市担当職員に対す

る損害賠償責任追及の要はないものと判断する。  

オ  結論  

以上検討のとおり，請求人の本件宅地に関する主張のうち，その一

部分に何らの権限もないのに，同宅地上に自らの居宅建物を新築し，

これに移り住んで同宅地部分を不法に占有しているａとｂの相続人

に対して，建物収去土地明渡請求の訴を提起する措置をとる必要があ

るとする点は，相当の理由があるものと認め，第４の (１ )のとおり市

長に対して措置勧告するが，請求人のその余の措置請求には何ら理由

がないものと判断する。  

(２ ) 物件②の宅地について  

   ア  他者による本件宅地占有の違法性・不当性について  

 (ア ) Ｃの宅地上については，「監査により認められた事実」(２ )のエ

の (ア )で明らかなとおり，近隣住民のｊが，昭和４１年頃に同宅地

北端部に倉庫①を建築し，これを妻であるｋに生花販売用店舗や倉

庫として使用させ，その面積約６平方メートル部分を占有して現在

に至っており，また，近隣住民のｌも，昭和３６年から同４１年頃

までの間に同宅地中央部の西側道路沿いに倉庫②を建築して，死亡

した平成２３年まで使用し，その面積約６平方メートル部分を占有

していたものの，同人死亡後は相続関係が明らかでなく，占有者不

在の状態にあり，同宅地南端部の西側道路沿いにある倉庫③は，ｋ

が，それを建築した近隣住民から平成１４年８月に譲渡を受けて使

用し始め，その面積約５平方メートル部分を占有して現在に至り，

さらに同宅地の南側隣接地の所有者であったｍが，昭和３７年頃に

倉庫③の東隣部分に倉庫④を建築して使用し始め，同人が死亡した

平成４年まで，同人がその面積約１１平方メートル部分を占有して

いたものの，その後は，誰も使用せずに放置され，同倉庫の所有権

はその子である相続人のｎに移転されているに過ぎない現状にある

が，これら倉庫４棟の建築主や利用者は，いずれもＣの宅地が市の

所有するものであることを十分に認識しながら，市から何らの承諾
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を得ることなく，無断で前記各倉庫を建築し，これを使用している

ことを自認しており，その占有につき何ら正当な権限がなく，この

宅地に対する市の権利を侵害する不法占有であることは明白であり，

違法・不当なものであると判断する。  

   しかし，前記各不法占有者は，いずれもＣの宅地が市の所有では

あっても，その地形や面積などに照らし，一見して市にとっては不

要のものであると推認される状況があるとの認識のもとに，現に放

置状態にあることを奇貨として，当面，取り立てて市の承諾を得る

ことなく，この宅地の一部分に前記各倉庫を建築して利用させても

らっていても，所有者である市から収去明渡の要求があれば，素直

にそれに応じ，場合によっては，市との交渉によりその宅地を市か

ら買い受けることも視野に入れて対応する心構えさえあれば，大事

に至らないという単純・素朴な思考から，前記不法占有に至ったと

推認できる事情が認められ，現実にその買受けを申し出ている者が

いることを考えると，その不法占有は，それほど悪質なものとは言

えないものがある。  

 (イ ) Ｄの宅地上については，「監査により認められた事実」(２ )のエ

の (イ )で明らかなとおり，同宅地の西側隣接地の所有者であった亡

ｍが，昭和３７年７月に，市から買い受けた同隣接地上に木造瓦葺

２階建（一部モルタル造平屋建）居宅１棟を建築する際，同居宅の

一部である平屋建部分（面積約１７平方メートル）をこの宅地西側

部分にはみ出して建築し，これに居住することにより，面積１９．８３

平方メートルの本件宅地のほとんど全てを占有するに至ったもので

あり，平成４年２月に同人が死亡した後は，その子である相続人の

ｎが同宅地建物を相続したものの，誰も居住せず，空き家の状態で

あるが，ｍ・ｎともに，前記居宅建築当初から，Ｄの宅地が市の所

有するものであることを十分に認識しながら，いずれこの宅地を市

から買い受ける予定のもとに，市の承諾を全然受けないまま前記居

宅をこの宅地内に進出させて建築し，その進出部分の宅地を占有し

たものであり，その占有につき何ら正当な権限がなく，この宅地に
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対する市の権利を侵害する不法占有であることは明白であり，違

法・不当なものであると判断せざるを得ない。  

   しかし，ｍは，この宅地は市にとって不要のものであり，市はい

ずれこの宅地を売却することになるということを見越して占有して

おり，現に，その子であるｎが，市と売買交渉を持った平成１６年

６月頃およびその５ないし６年前にも，市に対して売渡し方を申し

出ている事実があることを考慮すると，その動機は単純・素朴なも

のと見ることができ，その不法占有は，それほど悪質なものではな

いと言えよう。  

 (ウ ) Ｅの宅地上については，「監査により認められた事実」(２ )のエ

の (ウ )で明らかなとおり，この宅地の西側隣接地を所有するｏが，

昭和３６年６月に市から買い受けた同隣接地上に木造瓦葺２階建居

宅１棟を建築した際に，同居宅の一部（面積約６平方メートル）を

この宅地西側部分にはみ出して建築し，これに居住し始めるととも

に，その後間もない時期に，同居宅東側壁に沿った東側のこの宅地

内に木造トタン葺平屋建倉庫１棟（面積約１４平方メートル）を建

築して利用し始め，この宅地のうち合計約２０平方メートルの部分

を占有していたものの，平成２５年４月に同人が死亡した後は，そ

の子であるｐが相続し，誰も使用しないまま空き家の状態となって

いるものであるが，ｏ・ｐともに，前記居宅および倉庫建築当初か

ら，Ｅの宅地が市の所有するものであることを十分に認識しながら，

市の承諾を全然受けないまま前記居宅をこの宅地内に進出させて建

築するなどして，その進出部分の宅地を占有したものであり，その

占有につき何ら正当な権限がなく，この宅地に対する市の権利を侵

害する不法占有であることは明白であり，違法・不当なものである

と判断せざるを得ない。  

   しかし，ｏの子である相続人のｐが，市とこの宅地の売買に関す

る交渉をした平成１６年６月頃およびその６ないし７年前にも，市

に対し，この宅地の売渡し方を申し出て，真摯に市と売買交渉をし

ている事実があることを考慮すると，その動機は単純・素朴なもの
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と見ることができ，その不法占有は，それほど悪質なものとは考え

られない。  

イ  市による本件宅地管理の適法性・妥当性について  

本件宅地は，「監査により認められた事実」(２ )のイで明らかなとお

り，市が，昭和３６年頃に都市計画街路建設事業により建設した市道

の用地提供者の移転先として宅地造成した旧万日墓地跡地の残余地

であり，市は，特に目的があって取得したものではなく，かつ，本件

宅地が，「監査により認められた事実」 (２ )のアで明らかなとおり，

３筆ともに，形状が歪な上，面積が狭小であり，個々単独の宅地とし

ては，利用価値が極めて乏しく，市が保有を続けても，何の用途も考

えられず，管理費用の負担こそあれ，生み出される益は期待し難く，

売却処分する以外の処分は見当たらない物件である。  

しかも，これを一般に売り出しても，隣接地所有者を除いて，買受

希望者が現れるとは到底期待できず，その交換価値も限定的なものと

考えざるを得ないものであり，「監査により認められた事実」 (２ )の

オで明らかにした平成１９年度の包括外部監査人の指摘でも，随意契

約による売却以外に売却方法はなく，その対象も隣接地所有者など特

定なものに限られ，売買交渉にも困難が予想される状況にある。  

そこで，その所有者である市としては，「監査により認められた事

実」 (２ )のウで明らかなように，いずれ本件宅地を隣接地所有者に買

い受けてもらう方針で，最低限の管理費用で，不定期の巡回による現

場確認調査という方法で管理するにとどめ，隣接地所有者との売買交

渉の時機をうかがい，機会をみては，買受希望者との売買交渉をして

きたが，いずれも売買価格等について合意が得られず，現在に至って

いるものであり，その間に前述の不法占有の事実が発生したものであ

る。  

市としては，この不法占有者に対し，建物収去土地明渡を請求すれ

ば，相手方は，それに応じる意向を示しているので，任意に明渡を実

現することができると予想され，任意の明渡が実現できない場合には，

訴提起などの法的手段によって，それを実現させることは可能であろ
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うが，そうすると，限られた売却対象者である隣接地所有者などと感

情的対立を来すことは避けられず，売却対象者を失う結果を招くおそ

れも大きいと予想される。  

物件の売買は，買受希望者が存在して初めて成立の可能性があるも

のであり，法定の買取請求権が認められている場合を除き，買受けを

強制できる制度はなく，本件宅地について買取請求権が生じる事由は

存在しないので，売却対象者に不法占有者がいるのは残念ではあるが，

売却を成立させるためには，円満な交渉を続ける以外に方法は見当た

らない状況にある。  

本件宅地の前記不法占有者は，いずれも市道建設の際に，本件宅地

の隣接地やその近隣地に集団移転して協力した者達であり，市にとっ

て全く不要な遊休地を無断使用しても，それほど悪質なものとは言い

難いものがあり，そのために市に特段の損害が発生しているとも考え

られないので，あえて訴提起などの措置をとることは費用対効果の観

点からも良策とは言えないと思料する。  

そうしてみると，市が前記不法占有の事実を阻止ないし排除できな

かったことに管理上の不行き届きがあったことは否めないものの，前

述のとおり，やむを得ない事情もあるので，その管理に特に非難され

るべき違法・不当なものがあるとは言えないものと判断する。  

ウ  市が本件宅地占有者に対してとるべき措置について  

本件宅地は，前述したとおり，売却する以外に対処すべき方法がな

い市有財産であり，市は，早急に随意契約による売却に向けた積極的

な取組をすべきであり，その売却の相手方が隣接地所有者の不法占有

者に限定される状況にあることを考慮すると，直ちに同不法占有者に

対して建物収去土地明渡請求の訴を提起する法的手続を講じること

によって感情的対立を生じさせることは決して良策とは考えられず，

現状で有利な売買交渉を展開し，早期決着を図ることが肝要であると

判断する。そして，万一，これを不法占有している隣接地所有者が買

取を希望しない場合には，毅然として占有地内の建物を収去して占有

部分の宅地の明渡を請求し，それを実現させることも考慮すべきであ
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る。  

エ  本件宅地の管理に関与した市職員に対する責任追及の可否について  

本件宅地の前記不法占有については，市担当職員が，本件宅地の管

理に当たり，定期的巡回検証などを行い，不法占有されることのない

よう細心の注意を払って管理すべき職務上の責務があり，これを誠実

に実行しておれば，不法占有者を早期に発見することができ，それを

防止ないし排除することもできたと推認されるところもあるので，市

担当職員に過失があることは否めないが，本件宅地が市にとっては特

に用途目的があるものではなく，いずれ隣接地所有者等に買い取って

もらうことを期待して保有していたものに過ぎないものであること

や，その不法占有によって市に特段の損害や支障が生じているわけで

もないことなどを考慮すれば，その過失の程度は，ごく普通一般的な

過失にとどまり，法第２４３条の２に規定する故意または重大な過失

に該当するものとは認め難いので，それによる市担当職員に対する損

害賠償を問擬することまでの要はなく，市担当職員に対する損害賠償

責任追及の必要はないものと判断する。  

オ  結論  

以上検討のとおり，請求人の本件宅地に関する主張のうち，不法占

有の事実があることは認められるものの，これに対し，訴提起などの

法的措置を講じるべきだという主張には何ら理由がないものと判断

する。  

 

第５  市長に対する監査委員の意見  

本件請求に係る物件②の宅地の不法占有については，住民監査請求に対

する判断において，その事実を認定したものの，同宅地に内在する不利益

事実や事案の特殊性などに鑑み，直ちに不法占有者に対して建物収去土地

明渡請求の訴提起などの法的措置を講じるまでの要はないと判断したが，

市担当職員が同不法占有の事実を覚知してから既に５０年近い年月が経過

し，包括外部監査人が早急に随意契約による売却処分を指摘してからでも

５年以上の期間があったにも関わらず，遅々として同宅地の売買交渉を進
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展させず，現在に至っており，怠慢の謗りを受けてもやむを得ないものが

あることが認められるので，鋭意，積極的かつ精力的に同宅地の売却を実

現する努力をされることを切望する。  

 


